
  別
紙
1 

鉄
道
の
運
賃
及
び
料
金
に
関
す
る
職
権
の
区
分
等
(旅
客
関
係
) 

運
賃
及
び
料
金
の
分
類
 

分
類
 

権
限
委
任
等
 

・
普
通
旅
客
運
賃
、
定
期
旅
客
運
賃
、
加
算
運
賃
 

軽
微
で
な
い

も
の
 

大
臣
認
可
 

・
新
規
開
業
、
新
駅
設
置
、
線
路
振
替
等
に
よ
り
現
に
適
用
し
て
い
る
上
限
運
賃

の
最
遠
区
間
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
超
え
る
こ
と
と
な

る
区
間
に
つ
い
て
、
単
純
又
は
遠
距
離
逓
減
的
に
設
定
す
る
普
通
旅
客
運
賃
及

び
定
期
旅
客
運
賃
 

・
通
用
期
間
が
1か
月
等
短
期
間
の
定
期
旅
客
運
賃
を
設
定
し
て
い
る
者
が
、
当
該

運
賃
を
変
更
し
な
い
で
設
定
す
る
通
用
期
間
が
3か
月
等
の
定
期
旅
客
運
賃
 

・
普
通
旅
客
運
賃
の
み
を
設
定
し
て
い
る
者
が
、
当
該
運
賃
を
変
更
し
な
い
で
設

定
す
る
定
期
旅
客
運
賃
 

・
適
用
方
法
の
軽
微
な
変
更
(個
室
の
定
員
未
満
利
用
に
係
る
適
用
方
法
等
) 

  認
可
 

(1
6条
1項
) 

  基
本
的
な
も

の
 

軽
微
な
も
の
 
地
方
運
輸

局
長
認
可
 

上
限
の
設

定
・
変
更
 

・
新
規
開
業
、
新
駅
設
置
、
線
路
振
替
等
の
場
合
に
お
い
て
、
現
に
適
用
し
て
い

る
上
限
運
賃
の
最
遠
区
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
設
定
す
る
普
通
旅
客
運
賃
及

び
定
期
旅
客
運
賃
(増
設
路
線
に
つ
い
て
既
設
線
と
同
一
の
営
業
キ
ロ
等
に
よ
っ

て
設
定
す
る
も
の
及
び
既
設
線
と
同
一
の
営
業
キ
ロ
等
に
よ
っ
て
設
定
し
て
い

る
増
設
路
線
に
あ
っ
て
既
設
線
の
駅
に
対
応
し
な
い
新
駅
等
に
係
る
も
の
を
除

く
。
) 

・
複
数
経
路
選
択
可
能
な
区
間
に
お
け
る
短
絡
経
路
の
適
用
 

・
途
中
下
車
又
は
通
用
期
間
の
取
扱
方
 

・
設
定
(変
更
)認
可
を
受
け
た
運
賃
の
廃
止
 

設
定
・
変
更
に
当
た
ら
な
い
も
の
 

(上
限
の
範
囲
内
で
設
定
・
変
更
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
じ
。
)(
※
) 

(H
12
鉄
業
第
16
号
) 

地
方
運
輸
局

長
事
前
報
告
 

・
普
通
旅
客
運
賃
、
定
期
旅
客
運
賃
、
加
算
運
賃
 

・
特
定
運
賃
 

軽
微
で
な
い

も
の
 

大
臣
届
出
 

・
現
に
上
限
の
認
可
を
受
け
て
い
る
定
期
旅
客
運
賃
の
通
用
期
間
の
範
囲
内
に
お

い
て
設
定
す
る
新
た
な
定
期
旅
客
運
賃
 

基
本
的
な
も

の
 

軽
微
な
も
の
 

運 賃 

上
限
の
範
 

囲
内
で
の

設
定
・
変

更
 

・
回
数
旅
客
運
賃
、
貸
切
旅
客
運
賃
、
特
殊
割
引
(身
体
障
害
者
割
引
、
知
的
障
害

者
割
引
、
学
生
割
引
、
被
救
護
者
割
引
、
勤
労
青
少
年
割
引
等
)、
往
復
割
引
等
 

・
乗
継
運
賃
 

・
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
等
に
係
る
割
引
 

・
適
用
方
法
の
変
更
 

  届
出
 

(1
6条
3項
) 

基
本
的
で
な
い
も
の
 

地
方
運
輸

局
長
届
出
 



   
 
 
 

・
適
用
す
る
期
間
又
は
区
間
そ
の
他
の
条
件
を
付
さ
れ
て
い
る
も
の
(周
遊
割
引
、

団
体
割
引
、
企
画
商
品
等
) 

 
 

 
 

 
 

・
新
幹
線
鉄
道
に
係
る
特
別
急
行
料
金
、
急
行
料
金
そ
の
他
の
運
送
の
速
達
性
を

役
務
の
基
本
と
す
る
料
金
 

認
可
 

(1
6条
1項
) 
基
本
的
な
も

の
 

軽
微
で
な
い

も
の
 

大
臣
認
可
 

上
限
の
設

定
・
変
更
 

・
途
中
下
車
又
は
通
用
期
間
の
取
扱
方
 

設
定
・
変
更
に
当
た
ら
な
い
も
の
 

(上
限
の
範
囲
内
で
設
定
・
変
更
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
じ
。
) 

地
方
運
輸
局

長
事
前
報
告
 

・
新
幹
線
鉄
道
に
係
る
特
別
急
行
料
金
、
急
行
料
金
そ
の
他
の
運
送
の
速
達
性
を

役
務
の
基
本
と
す
る
料
金
(所
定
料
金
に
限
る
。
) 

基
本
的
な
も

の
 

軽
微
で
な
い

も
の
 

大
臣
届
出
 

・
定
期
券
用
新
幹
線
割
引
特
急
料
金
等
 

・
適
用
方
法
の
変
更
 

基
本
的
で
な
い
も
の
 

上
限
の
範

囲
内
で
の

設
定
・
変

更
 

・
適
用
す
る
期
間
又
は
区
間
そ
の
他
の
条
件
を
付
さ
れ
て
い
る
も
の
(周
遊
割
引
、

団
体
割
引
、
企
画
商
品
等
) 

届
出
 

(1
6条
3項
) 

 
 

(届
出
制
) 

・
特
別
急
行
料
金
、
急
行
料
金
そ
の
他
の
運
送
の
速
達
性
を
役
務
の
基
本
と
す
る

料
金
(新
幹
線
鉄
道
に
係
る
も
の
を
除
く
。
) 

・
特
別
車
両
料
金
(グ
リ
ー
ン
料
金
)、
寝
台
料
金
そ
の
他
(コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
料

金
等
)の
客
車
の
特
別
な
設
備
の
利
用
に
つ
い
て
の
料
金
(新
幹
線
鉄
道
に
係
る

も
の
を
含
む
。
) 

・
座
席
指
定
料
金
そ
の
他
(乗
車
整
理
料
金
、
ラ
イ
ナ
ー
料
金
等
)の
座
席
の
確
保

に
係
る
料
金
(新
幹
線
鉄
道
に
係
る
も
の
を
含
む
。
) 

届
出
 

(1
6条
4項
) 

地
方
運
輸

局
長
届
出
 

料 金 

(無
規
制
) 
・
入
場
料
金
、
払
戻
手
数
料
、
手
回
品
料
金
等
 

 
 

 
(注
) 
平
成
8年
運
輸
省
告
示
第
17
5号
で
定
め
る
鉄
道
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
権
限
委
任
等
欄
の
「
大
臣
認
可
」
、
「
大
臣
届
出
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
地

方
運
輸
局
長
認
可
」
、
「
地
方
運
輸
局
長
届
出
」
と
読
み
替
え
る
。
 

 
(※
) 
大
臣
権
限
に
係
る
事
業
者
に
つ
い
て
、
新
規
開
業
の
場
合
の
運
賃
等
設
定
報
告
を
受
理
し
た
と
き
は
、
本
省
に
報
告
す
る
こ
と
。
 


